
１．はじめに
（１）問題の所在
　公訴時効制度とは、犯罪の発生から一定期間が
経過すると訴権が失われ、どんなに有罪の証拠が
揃っていても、起訴ができなくなるという制度
である。中国では訴追時効制度［追訴時効制度］
という名で公訴時効制度が導入されている（以
下、「中国の公訴時効制度」を示すときは「訴追
時効制度」と呼ぶ）1。ところで、訴追時効制度の
根拠条文は、中国の刑法（1979 年 7 月 4 日公布、
1980 年 1 月 1 日施行（これは「79 年刑法」と呼
ばれている）。1997 年 3 月 14 日全面改正、同年
10 月 1 日改正法施行（これを「97 年刑法」という）。
2017 年 11 月 4 日最終改正・改正法施行）であり、
その具体的条文は、以下の通りである。なお、中
国の「人民検察院」は日本の「検察庁」に、中国

の「公安機関」は日本の「警察」に、中国の「人
民法院」は日本の「裁判所」にそれぞれ相当する。
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97 年刑法
第 87 条 　犯罪は以下の期限を経過したら訴訟提
起できない。
（一）最高法定刑が 5 年未満の有期懲役の場合、
5 年。
（二）最高法定刑が 5 年以上 10 年未満の有期懲
役の場合、10 年。
（三）最高法定刑が 10 年以上の有期懲役の場合、
15 年。
（四）最高法定刑が無期懲役、死刑の場合、20 年。
20 年を経過しても訴訟提起が必要な場合は最高
人民検察院に報告しその許可を得なければなら
ない。
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　訴追時効制度で特に問題となるのが 97 年刑法
第 88 条の条文である。中国の司法実務では、こ
の条文を根拠に、基本的に「立案や告発［控告］
がなされれば訴追時効にかかることはない」とい
う処理がなされている（高橋 2016：83）。立案とは、
公安機関や人民検察院、人民法院が犯罪が起こっ
ていると認知し、その犯罪を追及するか否かもし
くは訴訟活動を行うか否かを決定する手続きであ
る（王 2012：213；陈 2014：105）2。また、告発［控
告］は日本の告発とは異なり、「被害者およびそ
の近親者あるいは訴訟代理人が人身あるいは財産
の権利の犯罪事実あるいは犯罪嫌疑者を公安や司
法機関に対し報告し侵害者の法律責任を追究する
行為」を言う（樊 2009：344；王 2013：183）3。
　さらに、それだけにとどまらず訴追時効を立案
時から起算しても、時効期間が経過している事件
で、弁護人が「訴追時効が経過している」旨を主
張しても、その主張がまるでなされていないかの
ように無視をして有罪判決を出した例なども存在
する（高橋 2017：52 ～ 53）。このように、訴追
時効制度は、そもそもが「『訴追』時効」ではな
く「『立案もしくは告発［控告］』時効」となって
いたり、条文が無視されることがあるなどの問題

を抱えている。
　それでは、実際にこのような訴追時効制度を運
用する現場の者たちはどのように感じているのだ
ろうか。本稿は、訴追時効制度に関して、中国の
検察官数名にインタビューを試み、その結果に基
づき、訴追時効制度をさらに考察することを目的
とする。中国では、内部者にしか知らされてい
ない実務運用規則などが存在しており、検察官と
いう内部者の意見も参照して法制度を考察するこ
とは必須の作業でもある。しかし、これまで訴追
時効制度についてそのような研究はなされてこな
かった。
　また、訴追時効制度は、「一定期間を経過した
場合、起訴できなくなる」という制度であり、事
件を不起訴として処理する場合もある。そのため、
刑事訴訟上では「訴追時効によって有罪とはなら
なかった例が非常に少ない」からといって、「中
国では訴追時効が事実上認められていない」とは
必ずしも言えない。公安や人民検察院内部で不起
訴として処理をした案件も確認する必要がある。
本稿は、これらのうち人民検察院の内部処理を明
らかにするという側面もある。

（２）インタビューの手法
　本稿が研究の素材とするのは中国の検察官への
インタビュー結果である。本稿におけるインタ
ビュー結果は以下の 6 人から得た。

　筆者はこれらの 6 人以外にも、２人の検察官（そ
れぞれ甘粛省内で勤務している 30 代、江蘇省内

第 88 条 　人民検察院、公安機関もしくは国家安
全機関が立案捜査を始めた後、または人民法院
が事件を受理した後、捜査または裁判から逃れ
た場合は、訴追時効の制限を受けない。
　被害者が訴追期限内に告発［控告］した場合
において、人民法院、人民検察院または公安機
関が立案すべきであったにも関わらず立案しな
かった場合は、訴追時効の制限を受けない。

第 89 条 　訴追期限は、罪を犯した日から起算す
る。犯罪行為が連続または継続の状態にあると
きは、犯罪行為の終了日から起算する。
　訴追期限内に再び犯罪を行ったときは、前罪
の訴追期限は後罪を犯した日から起算する。

本稿で
の表記 勤務地 年代 聞き取り日時

A 氏 天津市内 20 代 2018 年 1 月12日
B 氏 福建省内 20 代 2018 年 2 月 4 日
C 氏 北京市内 30 代 2017 年12月21日
D 氏 山西省内 30 代 2017 年12月20日

E 氏 新疆ウイグル
自治区内 30 代 2019 年 3 月 9 日

F 氏 北京市内 50 代 2019 年 3 月 9 日
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で勤務している 40 代）にインタビューを試みた
が、「外部に情報は出せない」とのことで回答は
得られなかった。
　インタビューでは、基本的に「訴追時効完成と
判断されたことにより、訴追されなかった例を見
たことがあるか？」、「一度立案されればそれのみ
で訴追時効の制限を受けないとの実務運用がなさ
れていると感じるか？」、「中国の訴追時効制度は
改正されるべきと考えているか？」などの質問を
行い、疑問がある回答をした場合、深く確認する
という手法をとった。
　これらにより訴追時効制度を考察するのに有用
な情報を得られたとは考えているが、残念ながら
紙幅の都合もあり、本稿では得られた情報全てを
考察の対象とすることはできない。そこで、本稿
は 97 年刑法第 88 条の訴追時効と立案との関係を
中心に考察を行い、その他の話題は稿を改めて行
うこととする。

２．訴追時効制度と立案との関係
（１）訴追時効制度と立案制度の関係概要
　１．（１）でも述べた通り、訴追時効制度は、
97 年刑法第 88 条の規定により、事実上「立案も
しくは告発［控告］時効制度」と呼ぶべき制度と
なっている。ところで、刑法第 88 条第 1 項の文
言は、「人民検察院、公安機関もしくは国家安全
機関が立案捜査を始めた後、または人民法院が事
件を受理した後、捜査または裁判から逃れた場合
は、訴追時効の制限を受けない」となっている。
そのため、刑法の文言通りに解釈すれば、立案の
みではなく、立案がなされ、さらに「（被疑者が）
捜査または裁判から逃れた場合」に初めて訴追時
効にかからなくなるはずである（郭 2002：73）。
しかし、中国の司法実務は基本的に、この要件を
考慮しないという解釈方法を取っている。
　なお、中国の裁判結果は、「その事案に対する
判断例」という意味を込めて「案例」と呼ばれて
いる。すなわち、中国の「案例」には制度上も

事実上も一般的な法的拘束力が認められていな
い（鮎京 2009：24；高見澤＝鈴木［ほか］ 2016：
304－305）。つまり、案例は、類似する別の事案
に対し拘束力を持たないのである。その意味で
は、中国では訴追時効制度の解釈について、様々
な判断がなされていても制度上問題ない。それに
も関わらず、97 年刑法第 88 条第 1 項の解釈につ
いては、基本的に「立案のみをもって訴追時効の
制限にかからない」という解釈で一致している。
中国には非公開の法が存在していると言われてお
り（小口 2003：87 および 115）、97 年刑法第 88
条第 1 項の解釈についても、非公開ながら解釈方
法を示した指針が存在している可能性があると考
えられる（高橋 2016：96 の註 40）。
　また、訴追時効により有罪ではないと判断され
にくいことについては、筆者は以下のような指摘
をしたことがある（高橋 2017：54）。最高人民法
院の《中華人民共和国刑事訴訟法》の適用に関す
る解釈［最高人民法院关于适用《中华人民共和国

刑事诉讼法》的解释］（2012 年 12 月 20 日発布。
2013 年 1 月 1 日施行。以下「12 年解釈」という）
第 241 条（八）には「犯罪が訴追時効の期限を経
過しており、かつ訴訟提起が必要でない場合……
審理中止の裁定をしなければならない」という規
定が存在している4。この条文により、単に訴追
時効の期間が経過したのみではなく、訴追する必
要がないという要件が加えられているのではない
だろうか。いわば、刑事訴訟法の規定を、12 年
解釈という司法解釈が上書きしてしまっている可
能性があるということである5。
　訴追時効制度と立案を巡る問題については、上
記のような議論がこれまでにあった。

（２）立案により訴追時効にかからなくなること
　１．（１）で述べたように、訴追時効は完成し
にくいものとなっている。では、人民検察院の内
部ではどのように処理がなされているのだろう
か。今回のインタビューでは、対象6人中5人が「訴
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追時効完成により不起訴となった例を見たことが
ない」と回答した（A 氏、C 氏、D 氏、E 氏、F
氏回答）。しかも、「訴追時効完成による不起訴の
事例は非常に少ない……（そのような）事例の具
体例を探すのは非常に困難」といった回答まで得
られた（F 氏回答）。B 氏だけは、訴追時効の完
成により不起訴となった事例を見たことがあると
の回答をくれた。刑事訴訟中でも訴追時効の完成
により有罪とされなかった場合は、その数は少な
いものの確かに存在しており（高橋 2018：81）、
事例が全く確認できないわけではない。今回のイ
ンタビュー結果からも、訴追時効の完成で不起訴
となる場合は、非常に数が少ないと言えるだろう。
また、訴追時効の完成により不起訴となった事例
を見たことがある B 氏ですら、「立案されればそ
れのみで訴追時効にかかることはない」との取り
扱いが存在していることに同意している。
　そして問題となるのは、97 年刑法第 88 条第 1
項の文言上、「立案捜査を始めた後……捜査また
は裁判から逃れた場合」にはじめて訴追時効の制
限を受けなくなるはずであるにも関わらず、やは
り多くの実務現場でも単なる「立案」のみで訴追
時効にかからなくなると認識されている点である

（B 氏、D 氏、E 氏、F 氏回答）。これに対し、C
氏だけは、「立案がなされた後、容疑者を訴追す
る必要があるかないかを判断することも重要な要
件」であると述べ、さらに訴追の必要がなければ
時効完成と同様の効果を与えるとしている。この

「訴追が必要であるか否か」を判断している点は、
12 年解釈第 241 条（八）の規定を想起する。もっ
とも、12 年解釈第 241 条（八）の規定は、訴追
時効が完成している事件に対し、人民法院が判決
を出すための規定である。そのため、人民検察院
内部の判断に 12 年解釈第 241 条（八）の規定は
直接適用されることはなく、C 氏も「訴追が必要
であるか否か」も判断材料の一つにすることにつ
いては、実務上の取扱いであり、根拠規定は特に
存在しないと述べている。

　訴追時効制度と立案の関係についての取り扱い
の詳細を語ってくれたのは、A 氏である。A 氏
は以下のように述べる。立案については明確な定
義はなく、97 年刑法第 88 条第 1 項により確かに
立案されれば訴追時効の制限は受けないものの、
実務上、容疑者が特定できている立案の場合のみ
に訴追時効にかかることはなく、容疑者が特定で
きていない立案の場合には訴追時効にかかる可能
性がある。A 氏は自身の業務でこのような取扱
いを行っているというが、同時にこのような実
務処理をする人間は非常に少ないとも述べる。A
氏の述べるところによると、訴追時効制度と立案
に関する取扱いについては、司法解釈や内部規定
が存在しておらず、現場の担当者の意見を基準に
より処理が行われているという。そして、A 氏
と同様の処理を行う者は非常に少ないと述べつつ
も「立案時に容疑者が特定できているか否か」で
取扱いを変えるという処理自体には F 氏も「原
則として同意」しており、一定程度の支持を受け
ているものと思われる。もっとも、F 氏は「特別
に重大な事件やテロ犯罪の場合、（このような「立
案時に容疑者が特定できているか否かで取扱いを
分ける」という処理は）再考することが必要であ
ろう。例えば、そのような重大な犯罪やテロ犯罪
の場合、容疑者が不明であっても立案のみで訴追
時効にかからないとすることは検討に値する」と
述べ、処罰の必要性が高ければ訴追時効制度にか
からないよう解釈を変更するべきであると述べて
いる。この議論については、改めて２．（３）で
検討することにする。
　ところで、２．（１）で刑法第 88 条第 1 項の解
釈についても、非公開ながら解釈方法を示した指
針が存在している可能性があると指摘されている
と述べた。しかし、A 氏の発言によれば、その
ような規定は存在しないということである。さら
に、F 氏も「（訴追時効制度を）改正するならば、
不起訴にしなければならない場合を明確にしてほ
しい」と訴追時効により不起訴となる場合が、現
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在は不明確である＝明確な指針が不存在であると
いう発言をしている。もっとも、A 氏や F 氏が
規定の存在を知らないだけで、やはり刑法第 88
条の規定をどのように解釈するかを示した内部規
定などが存在している可能性はまだある。しかし、
少なくとも今回はこのような回答が得られた。

（３）A氏の述べる理論の検討
　２．（２）で A 氏が述べた訴追時効と立案の関
係についての実務的取扱いについて若干説明し
た。そこでは、「立案についての明確な定義は存
在しない」、「97 年刑法第 88 条の規定により確か
に立案されれば訴追時効の制限は受けない」、「し
かし、実務上は被疑者が特定できていない場合に
は、97 年刑法 88 条にいう『立案』には含まず、
訴追時効にかからなくなるということはない」、

「この取扱いのような実務処理をする者は非常に
少ない」と述べていた。これらについては全てに
疑義がある。ここではこれらを検討していく。
　まず、「立案についての明確な定義は存在しな
い」という点である。立案は、法律上の明確な
定義は存在しないものの、１．（１）でも述べた
ように確固たる定義が学説上存在している。この
定義は、１．（１）で挙げた他、谭（2009：256）、
龙＝杨（2012：245）、王（2013：180）などでも
採用されており、中国における通説的定義と言っ
て構わない。しかも、条文上の明確な定義はなく
とも、註 2 で述べたように、96 年刑訴法第 83 条
や 12 年刑訴法第 107 条には「公安機関もしくは
人民検察院は犯罪事実もしくは犯罪被疑者を発見
した場合、管轄範囲に従い立案捜査をしなければ
ならない」との規定が、79 年刑訴法第 61 条、96
年刑訴法第 86 条、12 年刑訴法第 110 条には「人
民法院、人民検察院もしくは公安機関は報案、告
発［控告］、通報および自首などにより、管轄範
囲に従い、迅速に審査を行い、犯罪事実が存在し、
刑事責任を追及する必要があるとき、立案しなけ
ればならない。犯罪事実が存在しないもしくは犯

罪事実が明らかに軽微であり、刑事責任を追及す
る必要がないとき、立案はしないものとし、不立
案の原因を告発人［控告人］に通知するものとす
る。告発人に不服がある場合は、不服審査をする
ことができる」との規定がある。これらの条文か
ら、少なくとも「人民法院、人民検察院もしくは
公安機関が、犯罪事実が存在し、刑事責任を追及
する必要があると判断したときになされるもの」
が立案であるということになるはずである。単な
る学説ではなく、法律上もこのように読み取れる
にも関わらず、「立案には明確な定義がない」と
は言えないはずである。もちろん、「立案はどの
ようになされるものなのかが不明確」であるし、

「一般的な立案ではなく、97 年刑法第 88 条が指
す立案の定義が不明確」ではある。しかし、それ
であったとしても中国における刑事法上の立案に

「明確な定義は存在しない」ということにはなら
ないであろう。
　次に「97 年刑法第 88 条の規定により確かに立
案されれば訴追時効の制限は受けない」という発
言に関する問題である。２．（１）で述べたように、
今回、B 氏、D 氏、E 氏、F 氏の 4 人は単に立案
がなされるのみで訴追時効にかかることはなくな
るとの認識を示している。さらに、C 氏は立案だ
けでは訴追時効にかからなくなることはないとし
ながらも、立案の他の要件は「訴追をする必要が
あるか」という判断であるとしている。結果とし
て、今回得られた回答の全てが、「捜査または裁
判から逃れた場合」という要件は、実務上消滅し
ているという内容となっている。そして、今回の
回答の中に「条文上、捜査または裁判から逃れた
場合、という要件があるはずなのだが、それは無
視され、実務上は立案されれば訴追時効にかかる
ことはないという扱いになっている」という回答
を一人も挙げていない。ここから、中国の検察官
は、実務上の取扱いを重要視しており、条文にど
のように規定されているかには興味が薄いと言え
るかもしれない。そこから、この「97 年刑法第
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88 条の規定により確かに立案されれば訴追時効
の制限は受けない」という発言は、「A 氏の発言」
ではなく「中国における実務上の法解釈」の問題
点であると言える。
　次に、「しかし、実務上は被疑者が特定できて
いない場合には、97 年刑法 88 条にいう『立案』
には含まず、訴追時効にかからなくなるという
ことはない」という発言についてである。この発
言の最大の問題は、やはり条文に規定されていな
い要件を実務上の取扱いで付加している点であろ
う。もっとも、条文と実務の取り扱いに差異があ
るという点では、「捜査または裁判から逃れた場
合」という要件を死文化させている点と問題の本
質的は同等であると言えよう。ところで、立案と
容疑者が特定されたら訴追時効にかからないとい
う取り扱いは、訴追時効が人を基準とした制度で
あり、事件を基準をしているわけではないと言え
る。訴追時効が人を基準としているからこそ、立
案された時に「訴追時効にかかることはなくなっ
た者は誰か」という情報を必要としていると言え
る。仮に訴追時効を事件を基準とした制度と考え
るならば、「訴追時効にかかることがないのは、
この事件の容疑者である」という考え方になるは
ずだからである。
　ところで、このように立案と被疑者の特定によ
り訴追時効にかからなくなるという取り扱いで問
題となるのは、公安機関や人民検察院が特定した
被疑者が、捜査を続けていくうちに「犯罪行為を
行っていなかった」、すなわち他に真犯人がいる
ということが明らかになった場合はどのようにす
るのだろうかという点である。この点については、

「次に容疑者であると判断できる者が確定した時」
にその容疑者が訴追時効にかからなくなるという
取り扱いをするのであろう。しかし、甲が真犯人
であったのに乙が容疑者として特定され立案され
た場合に、長時間乙に対し捜査を行い、甲は犯罪
を行っていなかったということが明らかになるま
で甲の訴追時効期間は進行することになる。捜査

期間が長期間乙が真犯人であると思い込んだ上で
捜査が難航していた場合、甲の訴追時効は完成し
ている可能性もある。そうすると、最初から甲を
特定していた事件と比べ、捜査機関が真犯人を容
疑者として特定できたか否かで訴追時効制度によ
る効果が変わってくる可能性がある。そのため、
犯罪者に対する制度適用の公平性という観点から
大きな問題を抱えていると考えられる。むしろ、
単なる立案のみで訴追時効にかからないとした方
が、「捜査機関から見て特定できていない容疑者
を含め、その事件の全ての容疑者」が訴追時効に
かかることはなくなり、公平感があるのではない
だろうか。
　また、「実務上は被疑者が特定できていない場
合には、97 年刑法 88 条にいう『立案』には含まず、
訴追時効にかからなくなるということはない」と
いう取り扱いには、まだ捜査も行っていない段階
のはずの立案時に、「既に裁判結果で犯人となる
者は決定している」ようにも見えることも問題で
ある。中国の裁判は「先定後審」と呼ばれ（小口
＝田中 2012：92 ～ 93）、先に決まっている結論
に合うように、裁判官などは口を動かしているだ
けと言われることもある（鈴木 1993：179）。し
かし、このような訴追時効の取扱いを見ると、そ
れは裁判に限ったことではなく、公安機関にとっ
て容疑者が確定し、立案がなされた段階で既に少
なくともその容疑者が犯人であると公安機関や人
民検察院内部では決定しているようにも見える。
　「この取扱いのような実務処理をする者は非常
に少ない」という発言については、結局のところ
訴追時効制度について明確な基準がなく、訴追時
効制度の運用について疑義が生じる点について
は、そのときの担当者の裁量で処理がなされてい
るということを表している。裁判にならずとも、
２．（１）で述べた案例のように、取り扱いや処
理方法がその時々で違いがあるのが中国の実務処
理と言えよう。
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３．結びにかえて
　本稿では、訴追時効に関する検察官のインタ
ビューから、立案制度との関係を見てきた。そこ
で明らかになったことは、検察官の現場での取り
扱い自体が条文と大きく乖離しているということ
である。特に、97 年刑法第 88 条第 1 項の「捜査
または裁判から逃れた場合」という文言を実務の
現場で意識する者は今回のインタビューでは見受
けられなかった。また、97 年刑法第 88 条第 1 項
により訴追時効にかからない場合には、「訴追を
する必要があるか」や「容疑者が特定されている
か」といった要件を付加して実務を動かしている
場合がある。これは、訴追時効の実務処理に関し
て明確な基準が存在していないため、現場の担当
者の考えで処理が進むため、取り扱いが一定して
いないとのことである（もっとも、そのようにい
ろいろな解釈が実務上できる中で、「立案さえさ
れれば、それのみをもって訴追時効にかかること
はない」という処理が多数を占めている点からは、
やはりそのように規定した内部規則が存在してい
る可能性は否定できない）。
　もっとも、「訴追する必要があるか」という要
件を付加していることについては、12 年解釈第
241 条（八）に根拠と呼べる条文があるのだが、
あくまで「実務上の取り扱い」であるとしてい
る（C 氏回答）。ここから、少なくとも訴追時効
制度については、中国の検察官は関連条文をあま
り知らず、業務に就いた時に教わるであろう実務
上の取り扱いを優先して制度を運用していると言
える。「実務上の取り扱い」という手法について、
あまり深く考えたことがないという回答もあり

（C 氏回答）、この点からも言えるだろう。
　では、なぜ実務上の取り扱いと条文が大きく異
なるのかと言えば、結局、人民検察院が「処罰す
ること」に重きを置いているためと言える。「処
罰を行うためには仕方ない」（E 氏回答）、「一定
の社会的影響が大きな事件などに対しては……不
起訴の決定を行うことが難しい」（F 氏回答）な

どと言われている。すなわち、なるべく全ての事
件で処罰を行おうとする検察官によりこのような
訴追時効の実務処理が生み出され、結果として条
文と大きく乖離し、新しい検察官は「これが実務
である」と思い込み、特に疑義は呈されず、実務
慣行として確固たるものになったと考えられる。

資料
A 氏（20 代。天津市内人民検察院勤務検察官。
2018 年 1 月 12 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ
れたことによって訴追されなかった例を見たこと
あるか？
A「少なくとも私は見たことはない」。
――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば

それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

A「私個人の事件処理の経験から言えば、訴追時
効制度については争いがある。97 年刑法第 88
条の規定により確かに立案されれば訴追時効の
制限は受けないことになっている。しかし、『立
案』については、明確に定義がなされていない。
実務上、公安機関は犯罪の容疑者が誰なのか確
定していなくても立案することができる。すな
わち、容疑者が未確定な場合に、被害者の報案
や、市民からの通報があった場合にも、その犯
罪事実についてある程度の調査はするものの、
立案がなされるのである。一部の司法従事者は、
犯罪の容疑者が特定できていない場合の立案は
97 年刑法第 88 条にいう立案には含まないと解
釈している。基本的に公安機関は実務上犯罪事
実があると判断すれば、容疑者が特定できてい
ない段階であったとしても立案をする。しかし、
一部の司法従事者は、訴追時効は人に対する時
効であり、犯罪事実に対する時効ではないと考
えているため、容疑者が特定できているかが判
断基準となるのである」。
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――すると立案時に容疑者が特定できているか否
かが重要な基準となってくるのか？

A「私は人民検察院に勤務しているが、人民法院
も含めて、立案時に容疑者が分かっている場合
にのみ訴追時効制度による制限を受けないとい
う取り扱いをしている。犯罪行為が立案された
としても、容疑者が誰か分かっていない場合に
は訴追時効にかかる可能性がある。しかし、こ
のような区分分けを行って、実務処理をする人
間は非常に少ない」

――「このような実務処理を行う人間は非常に少
ない」ということは、これとは異なる処理をす
る者もいるということを認めるのか？

A「立案と訴追時効制度の関係については、司法
解釈や内部規定が存在しておらず、案件を処理
する担当者や審査を行う者などが現場での意見
を基準に処理を行っている。どうしても処理方
法が分からない場合には、人民検察院と人民法
院が合議することもある」。

――本来そこには統一の基準があるべきではない
のか？

A「私の知る限り、検察機関が全国人民代表大会
や最高人民検察院に立法や解釈方法を出すよう
要求を出したことは最近はない、また、最高人
民検察院もこの問題に対する回答などは出して
いない」。

――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用
され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？6

A「97 年刑法においては、全ての犯罪が訴追時効
制度の対象となっており、企業犯罪も例外では
ない。しかし、どのように訴追時効を適用する
のかという点については議論の余地がある。企
業犯罪に訴追時効制度は適用されないとする主
張は、企業が自然人と比べてその寿命が長いか
らであろう。法人の消滅理由については自然人
と比べ種類も多く複雑であり、不確定要素も大

きい。そのため、企業犯罪に対する訴追時効制
度の意義と自然人に対する訴追時効制度は性質
が異なり、一緒に議論することもできないので
はないか。個人的には、企業犯罪にも当然訴追
時効制度は適用されるが、その意義は大きくな
い。訴追時効期間内に当該企業や法人が消滅し
た場合、その刑事責任を追及されるのは、企業
の役員および直接の責任者である。ならば、企
業犯罪に対する訴追時効制度の意義は事実上大
きくないと言える。しかし、刑法上の一部の犯
罪行為は企業が起こすことを前提にしている。
例えば、出資金の横領や虚偽破産罪、横領罪な
どの犯罪行為は、企業が存在するために規定さ
れている。このため、訴追時効制度を適用する
ことにより、企業の刑事責任が免除されること
があれば、それは不合理であると個人的には考
えている」。

――訴追時効制度には改正が必要だと思うか。
A「大部分の検察官は、訴追時効制度の改正は必

要ないと考えているか訴追時効制度について深
く考えていない。これに関する重要な原因の一
つは、公安機関が移送して起訴された案件は、
基本的に捜査時に訴追時効期限が経過すること
が排除されているからである」。

――それはやはり、容疑者が特定された上で「立
案」された後に公安から人民検察院に送致がな
されるため、人民検察院のレベルでは訴追時効
期限が経過することはないという理解か？

A「その通りだ」。
――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴

追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？

A「私個人が処理した案件や 2012 年頃に人民検
察院が処理した案件については、訴追時効が完
成しているにも関わらず、訴追を強行した例は
ない。他にもこれに類する案件も聞いたことは
ない。個人的な推測だが、そのような案件があっ
たとしても、全国レベルでの極めて特殊な例な
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のではないだろうか。また、もしそのような例
があったら、それには二つの原因が考えられる。
一つは案件を処理する者たちの訴追時効に対す
る不注意の問題である。誤って起訴され、誤っ
て判決が下ったのではないか。一般的には訴追
時効期限が経過した案件は、公安機関は起訴へ
と移送しない。すなわち、検察官や裁判官がそ
のような訴追時効期間が経過した案件を処理す
る際には、この点につき注意を怠ってはならな
いはずにも関わらず、誤った判断がなされたの
ではないだろうか。二つ目は、政治的要素で訴
追時効の規定が無視された可能性である。この
ような案件は私にとっては参考になる事例とは
言えない。極めて少数ではあるが、刑法により
最高人民検察院が訴追を継続する場合もある」。

――政治的原因により訴追時効の規定が無視され
ることもあると考えているのか？

A「極まれにだが、そういうこともあると思う」。
――訴追時効制度について何か考えていることが

あれば教えてほしい。
A「個人的には訴追時効の存在は肯定されるべき

であると考えている。しかし、その制度は非常
に粗雑である。まず、訴追時効の期限は法定
最高刑を基準に 5 年未満、5 年以上 10 年未満、
10 年以上および無期懲役、死刑の四つの場合
に分けられているが、これらは刑法各論内の刑
期とに乖離がある。刑法各論が規定している犯
罪の刑期の多くは、3 年、7 年、10 年、15 年を
基点に分類ができ、5 年や 10 年は基点とはなっ
ていない。多くの事件では特に問題はないが、
訴追の際に、軽罪と重罪を分類した意義は失わ
れていると言えよう。また、観念的競合［想象
競合］の場合、例えば、ある者が殴打行為を行
い故意傷害罪（軽罪）に該当しつつも、故意に
騒ぎを引き起こした罪（挑発混乱引起罪［尋釁
滋事罪］）にも該当する場合には、観念的競合
の基本原則に従い、挑発混乱引起罪（5 年以下
の有期懲役）により訴追時効の期間は 10 年で

あり、同時に故意傷害罪（3 年以下の有期懲役）
により訴追時効の期間は 5 年でもある。この場
合には被告人に有利になるように訴追時効制度
の解釈をするのか否かについて、疑義があると
言える。このような問題は、訴追時効が刑法各
論の罪名や刑期との整合性がないため発生して
いると言える。
　次に、訴追時効の理論的基礎と刑法に規定さ
れている一部の犯罪には矛盾が存在する。例え
ば、職務犯罪などの身分犯に関してである。汚
職罪は国家公務員が主体となって犯罪を行う
いわゆる身分犯であるが、ある汚職の犯罪者
は、数十年間汚職行為を継続していたにも関わ
らず、人事配転などにより異なる職場をいろい
ろと経験していたとする。そして、その異なる
職場全てで汚職行為を行っていた場合、初めて
行った汚職行為については、訴追時効の期間が
経過している可能性がある。このような状況で
は、通説では継続犯とは呼べないものの、犯罪
行為と職務上の身分が密接に関連していると言
える。個人的には、このような者の圧倒的に
多くは、その他の犯罪も行っており、しかもそ
れが隠蔽されていると言える。構成要件中、必
要となる身分の要件があるものの、その身分ゆ
えに犯罪が隠蔽できるということが起こってい
る。そのため、個人的にはこのような場合には
訴追時効の適用は除外すべきであると考えてい
る」。

B 氏（20 代。福建省内人民検察院勤務検察官。
2018 年 2 月 4 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ

れたことによって訴追されなかった例を見たこ
とあるか？

B「ある」。
――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴

追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？
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B「ない」。
――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば

それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

B「同意する」。
――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用

され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？

B「同意しない」。
――同僚も含め、中国の訴追時効制度は改正され

るべきと考えているか？
B「訴追時効制度を改正すべきとの意見を主張す

る者は見たことがない」。
――訴追時効制度について何か意見や思うところ

はあるか？
B「特にない。訴追時効については人民検察院内

でもあまり話題にならないため、考えたことが
ない」。

C 氏（30 代。北京市内人民検察院勤務の検察官。
2017 年 12 月 21 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ

れたことによって訴追されなかった例を見たこ
とあるか？

C「ない」。
――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴

追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？

C「ある」。
――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば

それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

C「立案がなされることは唯一の時効期間を延長
する要件ではない。立案がなされた後、容疑者
を訴追する必要があるかないかを判断すること

も重要な要件となっている。もし立案がなされ
たとしても、訴追の必要がなく、捜査、起訴、
審判などを行う必要がないのであれば時効完成
と同様の効果を与えることになる」。

――そのような要件は条文上存在しないが「容疑
者を訴追する必要があるか」という要件の根拠
はどこにあるのか？

C「実務上このように取り扱っている」。
――では、訴追時効の期間が経過しても、訴追の

必要があれば訴追されるということなのか？
C「深く考えたことがないから、これ以上はこの

点については答えられない」。
――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用

され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？

C「同意しない」。
――同僚も含め、中国の訴追時効制度は改正され

るべきと考えているか？
C「現在の法運用には不足している点が多いと思

う。立法についても合理的かつ国情に合った改
革が必要であると思う。当然に最も重要なのは、
法が正しく運用されることであることは言うま
でもない。そして、訴追時効制度に関する知識
をもっと普及させ、訴追時効により不利益を被
る事件当事者を減少させることが必要であると
思う」。

――中国の国情にあった訴追時効制度とはいかな
るものか？

C「多くの者がこのような制度について知らない
ため、人々と制度の間に乖離がある。人々に知
られていないということはすなわち国情に合っ
ていないということである」。

――訴追時効により不利益を被る当事者というの
は？

C「加害者が刑罰に処されることを期待していた
犯罪被害者などである」。

――訴追時効制度について何か意見や思うところ

― 56 ―



はあるか？
C「訴追時効制度は、意義のある制度であると思

う」

D 氏（30 代。山西省内人民検察院勤務の検察官。
2017 年 12 月 20 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ

れたことによって訴追されなかった例を見たこ
とあるか？

D「ない」。
――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴

追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？

D「ある」。
――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば

それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

D「単に立案されていることのみで訴追時効の制
限にはかからないとするのが実務であり、同意
する」。

――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用
され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？

D「同意しない」。
――同僚も含め、中国の訴追時効制度は改正され

るべきと考えているか？
D「中国の訴追時効制度には改正が必要であると

思う。いずれの国にあってもその国情に合った
合理的な制度が必要である」。

――中国の国情にあった訴追時効制度とはいかな
るものか？

D「それは分からない。しかし、現在の制度は中
国には合わないと思う」。

――いかなる部分が合わないのか？
D「一般的に訴追時効制度はあまり知られておら

ず、人々の刑事訴追の考え方と乖離があるよう

に思える」。
――訴追時効制度について何か意見や思うところ

はあるか？
D「最も重要なのは法の知識が普及しているかど

うかである。訴追時効制度の知識を普及させ、
訴追時効の対象となる当事者が不利にならない
ようにしなければならない」。

E 氏（30 代。新疆ウイグル自治区内人民検察院
勤務の検察官。2019 年 3 月 9 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ

れたことによって訴追されなかった例を見たこ
とあるか？

E「見たことがない」。
――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば

それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

E「同意する」。
――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴

追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？

E「見たことがない」。
――それでは、訴追時効が完成した場合、不起訴

となっているということか。
E「先に述べたように、そもそもが訴追時効完成

によって不起訴となった例を見たことがない。
みな立案されれば訴追時効は完成しなくなるた
めである。そのため、そもそもが訴追時効の期
間が経過するということはほとんど起こらず、
結果として『訴追時効完成により訴追すべきで
はない』という事例が発生していない」。

――それでは、訴追時効制度は条文上の制度であ
り、実際に使われることはないのか？それは、
条文が死文化しているということであり、また
問題なのではないか？

E「処罰を行うためには仕方ない」
――ある者から、「立案されて容疑者が明確になっ
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た場合のみに訴追時効の制限は受けないとし、
立案がなされても容疑者が確定していない場合
には、訴追時効にかかりうる」とするのが中国
の司法実務と聞いたが、これには同意するか？

E「同意する」。
――ならば、容疑者が明確になっていない場合に

は訴追時効が完成する場合もあるのではない
か？

E「しかし、実務ではそのような場合を見たこと
がない」。

――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用
され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？

E「同意する」。
――同僚も含め、中国の訴追時効制度は改正され

るべきと考えているか？
E「私の周りの者はみな訴追時効制度の改正は必

要ないと考えている」。
――訴追時効制度について何か意見や思うところ

はあるか？
E「訴追時効の起算点、中断、延長などの点につ

いては、法律上簡素な規定があるだけで、明確
かつ客観的な要件が定められていない。そのた
め、各現場の主観で制度を運用しているところ
が多分にある」。

――それにも関わらず、訴追時効制度の改正は不
要と考えるのか？

E「私が刑法を学んだときからある制度であり、
検察官になったときからの運用方法であるし、
このままでいいと考えている」。

F 氏（50 代。北京市内人民検察院勤務の検察官。
2019 年 3 月 9 日聞き取り）
――これまでの業務中に、訴追時効完成と判断さ

れたことによって訴追されなかった例を見たこ
とあるか？

F「見たことがない。そもそも、訴追時効完成に

よる不起訴の事例は非常に少ないと思う。これ
は、裁判結果が全て公開されていないという問
題もあり、具体的には分からないが、訴追時効
完成による不起訴の事例を具体的に探すのは非
常に困難を極める」。

――97 年刑法第 88 条により、一度立案されれば
それのみで訴追時効の制限を受けることがない
との実務運用がなされていると指摘されている
が、業務を経験してこの指摘に同意するか？

F「本来は、刑法の規定に従い、容疑者が逃亡な
どをしない限り、立案されても訴追時効の制限
を受けないことはないはずなのだが、現実には
立案のみで訴追時効の制限を受けることはなく
なっている。ただし、理論上はここでいう逃亡
とは、ずっと家にいたり、以前と同じ会社に出
勤していたりと司法機関がすぐに連絡を取るこ
とができる状態以外と指すと検察官は考えてい
る」。

――これまでの業務中に、訴追時効完成により訴
追すべきではないのに、訴追され、有罪判決が
出された例を見たことがあるか？

F「先に述べたように、立案されれば訴追時効に
かかることはなくなる。そのため、訴追時効が
完成することはほとんどないし、訴追時効が完
成する場合を想定した議論にはほとんど意味が
ないと言ってかまわない。ただし、検察官は一
応、刑罰の厳罰さの程度、立案により訴追時効
にかからなくなるとの規定がなかったとした場
合、訴追時効完成からどれだけ時間が経過して
いるか、被害者が受けた被害の程度、社会の影
響など総合的に判断して起訴するかを決めてい
る」。

――すると、97 年刑法第 88 条の規定がなかった
場合に、訴追時効完成からどのくらい時間が経
過しているかという点も、起訴するか否かの判
断材料の一つになっているのか。

F「その通りだ」。
――もし業務中に、訴追時効完成により訴追すべ
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きではないのに、訴追され、有罪判決が出たと
いう事例が発生したとしたらどう考えるか。

F「司法実務中、一定の社会的影響が大きな事件
などに対しては、伝統的な必罰の考え方から、
世間から司法機関に大きな圧力がかかり、不起
訴の決定を行うことが非常に難しい。そのよう
なことに原因があると言えるだろう。これは
人々の法意識の中でも特に変えなければならな
い点であると思う。また、犯罪被害者に対して
も、訴追時効制度について大きく説明する必要
が生じることになる」。

――すると、法律よりも世間の圧力により司法機
関が動くと言うのか？

F「それが中国の伝統だ」。
――ある者から、「立案されて容疑者が明確になっ

た場合のみに訴追時効の制限は受けないとし、
立案がなされても容疑者が確定していない場合
には、訴追時効にかかりうる」とするのが中国
の司法実務と聞いたが、これには同意するか？

F「原則としては同意する。しかし、特別に重大
な事件やテロ犯罪の場合、再考することが必要
であろう。例えば、そのような重大な犯罪やテ
ロ犯罪の場合、容疑者が不明であっても立案の
みで訴追時効にかからないとすることは検討に
値する」。

――それは先ほどと同じことになるが、やはり世
間からの圧力などが原因か？

F「当然そうだ」。
――中国では訴追時効は自然人の犯罪のみに適用

され、企業犯罪には適用されていないとの指摘
があるが、業務を経験してこの指摘に同意する
か？

F「一般的には自然人に対して適用される制度で
あるが、企業犯罪にも適用されている」。

――同僚も含め、中国の訴追時効制度は改正され
るべきと考えているか？

F「現在の訴追時効制度には大きな問題はなく、
改正の必要はないだろう。もし改正するならば、

不起訴にしなければならない場合を明確にして
ほしい」。

――それは現在の訴追時効によって不起訴になる
場合が不明確であるという意味であり、それは
改正されるべき問題点ではないのか？

F「改正されるなら、不起訴の場合を明確にすべ
きであり、現在、不起訴になる場合がやや不明
確なのは大きな問題ではない」。

――訴追時効制度について何か意見や思うところ
はあるか？

F「訴追時効制度は非常に意義のある制度である。
これがあることによって、公安や司法機関は最
近の事件に集中することができ、社会の安定に
も寄与している。さらに、刑法の自己抑制の原
則も体現している。もちろん、犯罪者にも脅威
を与える効果もある」。

――訴追時効制度が犯罪者に与える脅威とは何
か？

F「事件が早めに処理されるという脅威だ」。
――また、訴追時効完成と判断されたことによっ

て訴追されなかった例は見たことないし、あっ
たとしても非常に少なく、立案によって訴追時
効にかかることはないとも述べていたが、それ
では、先に答えた公安などが最近の事件に集中
したり、社会の安定に寄与するという効果は得
られないのではないか？

F「…………（回答せず）」。

注
1　中国の刑事訴訟では、検察官による「公訴」の
他に、犯罪被害者が直接加害者に刑訴訟を直接起
訴する「自訴」と呼ばれる制度が認められている。
そして、「自訴」も時効制度の対象となるため中国
では「公訴時効制度」とは呼ばれないのである。

2　96 年刑訴法第 83 条、12 年刑訴法第 107 条は「公
安機関もしくは人民検察院は犯罪事実もしくは犯
罪被疑者を発見した場合、管轄範囲に従い立案捜
査をしなければならない」と、79 年刑訴法第 61 条、
96 年刑訴法第 86 条、12 年刑訴法第 110 条は「人
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民法院、人民検察院もしくは公安機関は報案、告
発［控告］、通報および自首などにより、管轄範囲
に従い、迅速に審査を行い、犯罪事実が存在し、
刑事責任を追及する必要があるとき、立案しなけ
ればならない。犯罪事実が存在しないもしくは犯
罪事実が明らかに軽微であり、刑事責任を追及す
る必要がないとき、立案はしないものとし、不立
案の原因を告発人［控告人］に通知するものとする。
告発人に不服がある場合は、不服審査をすること
ができる」と規定している。

3　日本の「告発」は「捜査機関に対し犯罪事実を
申告し、犯人の訴追を求める意思表示であり、誰
でも行うことができる」（日本の刑事訴訟法（昭和
23 年（1948 年）7 月 10 日公布。平成 26 年（2014 年）
6 月 25 日最終改正。同年 7 月 15 日改正法施行）第
239 条第 1 項）という意味であり、中国の告発［控
告］とは異なる。

4　12 年解釈が施行される前には、最高人民法院の
《中華人民共和国刑事訴訟法》を失効する若干の問
題に関する解釈［最高人民法院关于执行《中华人

民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释］（1998 年 9
月 2 日発布。同月 8 日施行。2013 年 1 月 1 日失効）
第 176 条（八）が同じ条文を規定していた。

5　中国では法律の条文の隙間を埋めるのは、判例
ではなく、司法解釈である。司法解釈とは、中国
において法律の解釈指針を示すもので、最高人民
法院もしくは最高人民検察院が事件の発生とは関
係なく、法律と同じ形式で発布する有権解釈であ
る。

6　（刘  2002：98）は、「時効は自然人による犯罪の
みを対象としており、企業犯罪はその対象になら
ない」と述べている（この主張については日本語
では（劉（高橋（訳）） 2016：180））。この主張を本
稿で検討する紙幅はないが、稿を改め検討できる
ように、ここで質問事項としておいた。
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